
創業支援セミナー

このセミナーは特定創業支援等事業として、修了者は法人設立時の登録免許税の軽減
などの優遇措置を受けることができます。（⇒ 詳細は裏面をご覧ください）

申込みは
こちら！

寝屋川市立産業振興センター（寝屋川市まちづくり推進部産業振興室）

お申込みは「令和6年９月２日(月)午前9時」からお電話または窓口へ

主催：寝屋川市 協力:北大阪商工会議所、枚方信用金庫、日本政策金融公庫

寝屋川市

対象 寝屋川市内での創業に関心のある人など

場所 寝屋川市立産業振興センター３階第１セミナー室
（寝屋川市東大利町２番14号）

TEL 072-828-0751

先着25名
参加無料
事前予約制

※ 創業希望の業態が法人・個人事業主のどちらでも申込みできます。
※ 市内創業５年未満の個人事業主（法人成りにより事業を開始した法人で、個人事業主
として事業を開始した日から起算して５年未満の方も含む）の方も申込みできます。
※ ２社目の創業は対象外です。

第１回

第３回

第２回

第４回

９月20日 17時50分～20時

10月４日 18時～20時

10月15日 18時～20時

10月29日 18時～20時

「経営」 創業の基本。成功する創業者の特徴
講師：髙草木 晶（市経営支援アドバイザー）

「人材育成」 人事労務の基礎知識。人を雇用するとは？
講師：柴誠治（市経営支援アドバイザー）

「財務」 創業時における資金調達方法
講師：吉川大輔（日本政策金融公庫）

「販路開拓」 販売戦略の組み立て方
講師：堀越昭夫（市経営支援アドバイザー）

金

金

火

火

セミナーで欠席回がある方、上記の日程が合わない方は裏面記載の創業相談もご利用ください。



創業相談、補助金など寝屋川市内での創業に関するお問い合わせは…

寝屋川市立産業振興センター（寝屋川市まちづくり推進部産業振興室）

TEL 住所072-828-0751 寝屋川市東大利町２-14

令和６年９月20日(金)18時～18時10分

創業後に申請できる補助金について

（北大阪商工会議所）

令和６年10月４日(金)18時～18時10分

創業時に活用できる融資について

（枚方信用金庫）

小規模事業者持続化補助金を中心に
創業後に活用できる補助金について紹介
します。

運転資金や設備資金等に活用できる創業
支援対応型融資「アシスト」について紹介し
ます。

セミナーに加え、関係機関から創業に関する有益な情報等
についてご紹介いただきます。

特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明を取得するメリットは…？
⇒ 会社設立時の登録免許税の減免や日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ

などのメリットがあります。

・「創業支援セミナー」または「経営支援アドバイザーによる経営相談（創業相談）」の受講で特定創業支援等
事業による支援を受けた証明の取得が可能です。
・特定創業支援等事業による支援を受けた証明を取得するには、「経営」・「財務」・「人材育成」・「販路開拓」
の４つの分野を１月以上かけて、アドバイスを受けていただくのが、条件となります。
・詳しくは産業振興センターへお電話、または窓口までお越しください。 （電話番号は下記記載）

寝屋川市は創業支援セミナーの他にも皆様の創業を応援します！

経営支援アドバイザーによる経営相談（事前予約制）

経営等でお悩みの方に、寝屋川市経営支援アドバイザーに無料で相談していただけます。アドバイザーは、経営コンサ
ルタント・社会保険労務士・一級販売士・企業OBなど事業者支援について豊富な実績を持つ専門家です。
これから新規で創業をご検討されている方もご相談いただくことが可能です。
また、特定創業支援等事業として、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の４つの分野を１月以上かけて、アドバ
イスを受けていただくことで、特定創業支援等事業による支援を受けた証明の申請をしていただくことが可能になります。

時間：平日10:00～17:00 ※第３火曜日は10:00～21:00まで夜間相談も実施。

相談方法：①オンライン ②産業振興センターへ来館

相談料：無料

予約方法：産業振興センターまでお電話または窓口へお問い合わせください（電話番号は下記記載）


